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記載例の作成にあたって、茨城県土木部都市局都市計画課の「屋外広告物のてびき」を参考にしました。 

当 HP の関連ファイルからもダウンロードできますので、是非ご確認ください。 

屋外広告物申請書 記載例 

◆ 屋外広告物表示(新規)  

   ◇ 許可申請書の記載例 ··············································································· 2 

◆ 屋外広告物表示(継続) 

   ◇ 更新許可申請書の記載例 ······································································· 3 

   ◇ 安全点検報告書の記載例 ······································································· 4 

◆ 広告物の変更・改造 

   ◇ 変更(改造)許可申請書の記載例 ····························································· 5 

◆ 広告物の除却 

   ◇ 除却届出書の記載例 ··············································································· 6 

◆ 広告物の設置者や管理者の変更 

   ◇ 管理者等設置(変更)届出書の記載例 ······················································ 7 

◆ 広告物の滅失 

   ◇ 滅失届出書の記載例 ··············································································· 8 

◆ 広告物の設置者や管理者の住所・氏名の変更(改名) 

   ◇ 設置者名称等変更届出書の記載例 ························································· 9 
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提出日を記入します。 

茨城県内で屋外広告業を営む際は、茨城

県知事の登録を受ける必要があります。 

■屋外広告物の手引き P18 参照 
○広告物の種類 

・建築物利用広告 

・野立広告(地面に独立して建てる物) 

・その他（横断幕、置広告など） 

■屋外広告物の手引き P10~13 参照 

表示する屋外広告物の詳細を記入 

して下さい。 

規格が異なる屋外広告物を 2 つ以上 

申請する場合は、別の用紙にそれぞれの

規格を記載してください。 

■屋外広告物の手引き P9~15 参照 

許可申請書の記載例 

(例)工作物の高さが 4ｍを超える場合 

⇒工作物確認申請が必要(建築基準法) 

■屋外広告物の手引き P3 参照 

地域区分によって、屋外広告物の許可 

基準や表示可能な面積が変わります。 

■屋外広告物の手引き P7~9 参照 

(例)既設の広告物(面積４㎡)が１つ 

ある場合、本申請例では今回申請する 

広告物の面積６㎡と合わせて、合計表示 

総面積 10 ㎡と記入します。 

押印

不要
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更新許可申請書の記載例 

提出日を記入します。 

期限が迫っている許可期間及び 

許可年月日、許可番号を記入します。 

○広告物の種類 

・建築物利用広告 

・野立広告(地面に独立して建てる物) 

・その他（横断幕、置広告など） 

■屋外広告物の手引き P10~13 参照 

押印 

不要 

屋外広告物を許可期間以降も引き続き表示したい場合は、 

許可期間満了日の 2 週間前までに更新許可申請をしてください。 

更新許可申請書 添付書類 

 

① 様式第 5 号 

屋外広告物安全点検報告書 

 

② 広告物のカラー写真 
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安全点検報告書の記載例 

提出日を記入します。 

異常があった場合は、改善の概要を 

記入してください。 

点検箇所や項目の該当がない部分は、 

その箇所の改善の概要欄に斜線を 

引いてください。 

更新許可書を出す屋外広告物の種類に

該当するもの全てに丸を付けます。 

屋外広告物許可申請者の 

住所及び氏名を記入してください 

屋外広告物更新許可申請書の添付書類です。 

更新許可の際に、有資格者による点検と 

報告書の提出が必要となります。 

許可を受けて設置している全ての屋外

広告物が対象であり、高さなどによって 

点検に必要な資格が異なります。 

 

■詳細について 

茨城県 HP「屋外広告物の規制について

(茨城県屋外広告物条例)」内の 

「看板の点検ルールが変わります 

(「茨城県屋外広告物条例施行規則」の

改正について)」をご覧ください。 

押印 

不要 
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変更(改造)許可申請書の記載例 

提出日を記入します。 

○広告物の種類 

・建築物利用広告 

・野立広告(地面に独立して建てる物) 

・その他（横断幕、置広告など） 

■屋外広告物の手引き P10~13 参照 

広告物などを変更または改造しようとする日の 30 日前までに 

屋外広告物変更(改造)許可申請書を提出してください。 

押印

不要 

表示期間は、変更(改造)年月日から 

許可期間満了日までを記入して下さい。 

その他必要な書類 

 

①変更・改造後の広告物の形状・寸法・ 

材料及び構造を示す図面 

 

②カラー写真 

 

③表示面積が分かるもの 

 

④建築物等との位置関係等を明らかに 

した図面(建築物利用広告の場合) 

 

変更する広告物の許可年月日及び

許可番号を記入して下さい。 



 

6 

 

 

  

除却届出書の記載例 

○広告物の種類 

・建築物利用広告 

・野立広告(地面に独立して建てる物) 

・その他（横断幕、置広告など） 

■屋外広告物の手引き P10~13 参照 

表示している屋外広告物を除却した場合、除却届出書を遅滞なく提出してください。 

押印

不要 

除却物件の許可年月日及び許可番号は、

最新のものを記載してください。 

除却届出書 添付書類 

 

広告物の現況が確認できるカラー写真 

(除却前と除却後のもの) 

 

提出日を記入します。 

除却届出書の提出が必要な場合 

(茨城県屋外広告物条例) 

 

○第 14 条 

禁止広告物(著しく破損し、又は老朽

したもの等)の除却 

 

○第 16 条第 1 項 

以下に該当する屋外広告物の除却 

・許可期間が満了したもの 

・許可取り消しされたもの 

・表示が必要なくなったもの 
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管理者等設置(変更)届出書の記載例 

提出日を記入します。 

茨城県屋外広告物条例第 22 条(簡約) 

第 2 項 

設置者又は管理者が別の人物へ変更 

広告物の設置者(広告主など)や管理者(点検者)を変更する場合には、 

管理者等設置(変更)届出書を遅滞なく提出してください。 

押印

不要 

設置者を変更する場合の届出者は 

「新設置者」です。 

茨城県内で屋外広告業を営む際は、茨城県

知事の登録を受ける必要があります。 

■屋外広告物の手引き P18 参照 
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滅失届出書の記載例 

提出日を記入します。 

許可年月日及び番号(許可)は、 

最後に出された許可年月日及び 

許可番号を記入して下さい。 

表示している屋外広告物が滅失(表示していた広告物がなくなった等)した場合、 

滅失届出書を遅滞なく提出してください。 

押印

不要 

滅失届出書 添付書類 

 

滅失したことがわかるカラー写真 
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 設置者名称等変更届出書の記載例 

提出日を記入します。 

茨城県屋外広告物条例第 22 条(簡約) 

第 4 項 

設置者又は管理者の住所や名称等変更 

(同一人物) 

広告物の設置者(広告主など)や管理者(点検者)の住所や氏名が変更された場合には、 

設置者名称等変更届出書を遅滞なく提出してください。 

押印

不要 

変更後の住所や氏名、電話番号を 

記入して下さい。 


